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「指定訪問介護」重要事項説明書 

 

当事業所は介護保険の指定を受けています。 

（大分市指定 第４４７０１０１２４９号） 

 

１．事業者 

法 人 名 社会福祉法人 若草会 

法 人 所 在 地 大分市大字野田３０６番地の２ 

電 話 番 号 ０９７－５４９－００１２ 

代 表 者 氏 名 理事長 安東 真英 

設 立 年 月 昭和４９年２月１６日 

 

２．事業所の概要 

事業所の種類 
指定訪問介護事業所・令和２年４月１日指定 

大分市 ４４７０１０１２４９号 

事 業 の 目 的 

指定訪問介護事業所のヘルパーが、要介護状態にある高

齢者に対し、適正な指定訪問介護を提供することを目的

と致します。 

事業所の名称 創生の里ヘルパーステーション 

事業所の所在地 大分市大字野田２６９番地の１ 

電 話 番 号 ０９７－５９４―３６１２ 

出張所の名称 創生の里ヘルパーステーション 太平の里出張所 

出張所の所在地 大分市南太平寺２丁目４番１５号 

出張所の電話番号 ０９７－５１４－００３１ 

事業所長（管理者）氏名 河部 修美 

当事業所の運営方針 

要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に

応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、

排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行

います。 

開 設 年 月 平成１２年４月１日 

事業所が行っている 

他の事業 

当事業所では、次の事業もあわせて実施しています。 

・特別養護老人ホーム創生の里 

・創生の里訪問看護ステーション 

・創生の里訪問入浴サービス 

・創生の里デイサービスセンター 

・創生の里短期介護宿泊施設 

・介護保険サービスセンター創生の里 

・グループホームふく福 
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３．事業実施地域及び営業時間 

（１）通常の事業の実施地域   大分市及び由布市 

 

（２）営業日及び営業時間 

営 業 日 年 中 無 休 

受 付 時 間 午前８時～午後 ６時 

サービス提供時間帯 午前７時～午後１０時 

 

４．職員の体制 

  当事業所では、お客様に対して指定訪問介護サービスを提供する職員として、 

以下の職種の職員を配置しています。 

 

＜主な職員の配置状況＞ 

職   種 常勤 非常勤  

 

 

 

 

 

 

 

 

１.事業所長（管理者） 1  

２.サービス提供責任者 5  

３.訪問介護員 5 26 

 

(1)介護福祉士 4 14 

資
格
内
訳 

(2)訪問介護養成研修 

(基礎研修)課程修了者 
1 5 

(3)訪問介護養成研修 

(ヘルパー2 級・初任者)   

課程修了者 
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５．当事業所及び出張所が提供するサービスと利用料金等 

 （１）当事業所及び出張所が提供するサービスについて 

当事業所及び出張所では、お客様のご家庭に訪問し、サービスを提供致します。サービ

スには、介護保険給付の対象となるサービスと、介護保険給付の対象とならないサー 

ビスがあります。 

 

＜介護保険給付の対象となるサービス＞ 

★以下のサービスは、介護保険から給付されますが、介護保険負担割合証の「適用期間」

に応じた「利用者負担の割合」に記載された割合分をお支払頂きます。 

★お客様に対する具体的なサービスの実施内容は、居宅サービス計画（ケアプラン）に

基づいて、訪問介護計画に定められます。 

 

①身体介護 

   ○入浴介助 

    ･入浴の介助又は、入浴が困難な方は体を拭く（清拭）等を行います。 
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○排せつ介助 

    ･排せつの介助、おむつ交換を行います。 

   ○食事介助 

    ･食事の介助を行います。 

   ○体位変換 

    ･体位の変換を行います。 

    

②生活援助 

   ○調理 

    ･お客様の食事の用意を行います。 

   ○洗濯 

     ･お客様の衣類等の洗濯を行います。 

   ○掃除 

･お客様の居室等の掃除を行います 

 

＜介護保険給付の対象とならないサービス＞ 

主として家族の利便に供する行為、または家族が行うことが適当であると 

判断される行為 

 ａ．お客様以外のものに係る洗濯、調理、買い物、布団干し 

 ｂ．主としてお客様が使用する居室等以外の掃除 

 ｃ．来客の応接（お茶、食事の手配等） 

 ｄ．自家用車の洗車・清掃                等 

 

訪問介護員が行わなくても、日常生活を営むのに支障が生じないと判断 

される行為 

 ａ．草むしり 

 ｂ．花木の水やり 

 ｃ．犬の散歩等ペットの世話               等 

 

日常的に行われる家事の範囲を超える行為 

    ａ．家具・電気器具等の移動、修繕、模様替え 

    ｂ．大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ、 

    ｃ．室内外家屋の修理、ペンキ塗り 

    ｄ．植木の剪定等の園芸 

    ｅ．正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理   等 
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（２）利用料金 

サービスの平常の時間帯（午前８時から午後６時）での利用料金は次の通りです。 

 

サービスに 

要する時間 

20 分以上 

30 分未満 

30 分以上 

1 時間未満 
1 時間以上 

以降 30分を増

やすごと算定 

身
体
介
護 

利用料金 2,440円 3,870円 5,670円 

5,670 円に

＋（30分）

820円 

うち自己負担額  （単位） 

1 割・244 円 

2 割・488 円 

3 割・732 円 

1 割・387 円 

2 割・774 円 

3 割・1,161 円 

1 割・567 円  

2 割・1,134 円 

3 割・1,701 円 

 

1 割負担 

2 割負担 

3 割負担 

生
活
援
助 

利用料金  
45 分未満 

1,790 円 

45 分以上       

2,200 円 

 

うち自己負担額  （単位） 

 

 

 

 

1 割・179 円 

2 割・358 円 

3 割・537 円 

1割・220円 

2割・440円 

3割・660円 

 

 

（集合住宅に居住する利用者の減算あり） 

 ＊介護保険負担割合証から利用者の負担が決まります（1 割・2 割・3 割） 

＜加算等＞  

★ 初回加算 ： ２００円（単位） 

  新規でサービスを利用される場合、開始月に加算されます。 

★ 緊急時訪問介護加算 ： １００円（単位） 

  お客様またはその家族からの要請に基づき、居宅サービス計画に位置づけされ 

ていない訪問介護サービスを提供した場合に加算されます。 

★ 特定事業所加算 

サービスの質の高い事業所を積極的に評価する観点から、人材の質の確保や    

ヘルパーの活動環境の整備、中重度者への対応などを行っている事業所について  

加算されます。 

特定事業所加算（Ⅰ） ①体制要件、②人材要件、③重度対

応要件のいずれにも適合する場合 

基本単位数の 

２０％を加算 

特定事業所加算（Ⅱ） 

 

①体制要件、②人材要件に適合する

場合 

基本単位数の 

１０％を加算 

特定事業所加算（Ⅲ） ① 体制要件、②重度対応要件に適 

合する場合 

基本単位数の 

１０％を加算 

特定事業所加算（Ⅳ） ① 体制要件②人材要件、③重度対応

要件に適合する場合 

重度対応要件に適合する場合 

基本単位数の 

５％を加算 

特定事業所加算（Ⅴ） ① 体制要件、②重度対応要件に適合

する場合 

基本単位数の 

3％を加算 

※創生の里ヘルパーステーションは、加算（Ⅱ）の適用になります。 
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★ 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 

 介護職員の処遇改善を目的とした加算です。 

 ひと月の所定額に 24.5%が加算されます。 

★ 平常の時間帯（午前８時から午後６時）以外の時間帯でサービスを行う場合には、  

次の割合で利用料金に割増料金が加算されます。割増料金は、介護保険の支給限度額の

範囲内であれば、介護保険給付の対象となります。 

・夜間（午後６時から午後１０時まで）：25％加算 

・早朝（午前６時から午前８時まで ）：25％加算 

★ ２人の訪問介護員が共同でサービスを行う必要がある場合は、お客様の同意の上で、

通常の利用料金の２倍の料金をいただきます。 

（例）２人の訪問介護員でサービスを行う場合 

・体重の重い方に対する入浴介助等の重介護サービスを行う場合 

・暴力行為などが見られる方へサービスを行う場合 

★ 上記サービスの利用料金は、実際にサービスに要した時間ではなく、訪問介護計画に

基づき決定されたサービス内容を行うために標準的に必要となる時間に基づいて  

介護給付費体系により計算されます。 

★ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、お客様の負担

額を変更致します。 

 ★ お客様の介護度の限度額を超える利用もできますが、その場合の費用は、お客様の全

額負担となります。 

 ★ 同一建物の居住者にサービスする場合の減算（90/100） 

  事業所と同一敷地内または、隣接する敷地内に所在する建物に居住する者 

  （対象者・・・ケアマンシオン創生の里、生活支援ハウス太平の里） 

 

 

（３）交通費 

  通常の事業実施地域以外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用される場

合は、サービスの提供に要した交通費はその実費を頂きます。なお、自動車を使用した

場合の交通費は、燃料費の実費を頂きます。 

 

（４）利用料金のお支払い方法 

  利用料金は１ヶ月ごとに計算し、翌月ご請求致します。以下のいずれかの方法で 

お支払いください。 
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ア. 金融機関口座からの自動振替 

 ご利用できる金融機関 ：お客様のお取引のある金融機関 

   ※振替手数料は、かかりません。 

イ. 下記指定口座への振り込み 

   大分銀行  医科大学前支店  普通預金 5075009 

（名義）社会福祉法人   若草会 

     理事長   安東 真英 

※振込手数料は、お客様の負担となります。 

 

 

 

 

 

 

（５）利用の中止、変更、追加 

  ① 利用予定日の前に、お客様の都合により、訪問介護サービスの利用を中止または変

更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。 

この場合にはサービスの実施日の前日までに事業者に申し出てください。 

  ② キャンセル料は、利用予定当日の 2時間前までは無料です。 

それ以降は、キャンセル料として、1回 ５００円をお支払い頂きます。 

③ サービス利用の変更・追加の申し出に対して、訪問介護員の稼働状況により、   

お客様の希望する日時にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を   

お客様に提示して協議致します。 

 

※ 台風・積雪等でヘルパーの移動に危険が伴う場合は、サービスの提供を中止する  

場合があります。 

 

 

６．サービスの利用に関する留意事項 

（１）サービス提供を行う訪問介護員 

サービス提供時に担当の訪問介護員を決定します。但し、実際のサービス提供 

にあたっては、複数の訪問介護員が交替してサービスを提供致します。 

 

（２）訪問介護員の交替 

① お客様からの交替の申し出 

   選任された訪問介護員の交替を希望される場合には、当該訪問介護員が業務上 

不適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に 

対して訪問介護員の交替を申し出ることができます。但し、お客様から特定の 

訪問介護員の指名はできません。 

 

   ② 事業者からの訪問介護員の交替 

   事業者の都合により、訪問介護員を交替することがあります。訪問介護員を交 

替する場合は、お客様及びそのご家族等に対してサービスの利用上の不利益が 
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生じないよう十分に配慮するものと致します。 

 

（３）サービス実施時の留意事項 

① 定められた業務以外の禁止 

   お客様は「５．当事業所が提供するサービス」で定められたサービス以外の業 

務を事業者に依頼することはできません。 

 

② 訪問介護サービスの実施に関する指示・命令 

   訪問介護サービスの実施に関する指示・命令はすべて事業者が行います。     

但し、事業者は訪問介護サービスの実施にあたってお客様の事情・意向等に十分  

配慮するものと致します。 

   

③ 備品等の使用 

   訪問介護サービス実施のために必要な備品等（水道・ガス・電気を含む）は無 

償で使用させていただきます。訪問介護員が事業所に連絡する場合の電話等も 

使用させていただきます。 

 

（４）サービス内容の変更 

   サービス利用当日に、お客様の体調不良等の理由で予定されていたサービスの 

実施ができない場合には、サービス内容の変更を行います。その場合、事業者 

は、変更したサービス内容と時間に応じたサービス利用料金を請求致します。 

 

（５）訪問介護員の禁止行為 

訪問介護員は、お客様に対する訪問介護サービスの提供にあたって、次に該当 

する行為は行いません。 

 

① 医療行為 

※たん吸引および経管栄養については、研修を受け資格を持った者が、お客様の

同意を得て、実施することがあります。 

② お客様もしくはそのご家族等からの高価な物品等の授受 

③ お客様のご家族等に対する訪問介護サービスの提供 

④ 飲酒及びお客様もしくはそのご家族等の同意なしに行う喫煙 

⑤ お客様もしくはご家族等に対して行う、宗教活動、政治活動、営利活動 

⑥ その他お客様もしくはそのご家族等に対する迷惑行為 

      

 

７．苦情の受付について 

  当事業所及び出張所に対する苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 
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創生の里ヘルパーステーション   

    管理者 河部 修美 

電話 ０９７－５９４－３６１２ 

受付時間 月曜日～土曜日午前８時～午後６時 

（１月１日～３日は除く） 

 創生の里ヘルパーステーション 太平の里出張所 

      電話 ０９７－５１４－００３１ 

受付時間 月曜日～土曜日午前８時～午後５時 

（１月１日～３日は除く） 

若草会福祉サービス相談委員会 第三者委員 

高橋 美佳  電話 ０９７－５８３－２１４８ 

工藤 和代  電話 ０９７－５４９－２４６６ 

安東 初代  電話 ０９７―５８３－０７２４ 

大分市長寿福祉課 

電話 ０９７－５３４－６１１１ 

受付時間（月曜日～金曜日） 

午前 8時 30分～午後 5時 15分 

大分県国民健康保険団体連合会 

電話 ０９７－５３４－８４７０ 

受付時間（月曜日～金曜日） 

午前 8時 30分～午後 5時 

 

 

８．緊急時の対応 

訪問介護を実施中にお客様の病状等に急変、その他緊急事態が生じた時は、 

速やかに主治医又は協力医療機関へ連絡するとともに、救急車を手配致します。 

サービス提供中及びサービス提供中以外の緊急時対応については、別紙参照。 

 

９．事故発生時の対応 

（１）訪問介護を実施中に事故が発生した場合は、市町村、お客様のご家族、お客様に係

る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置をとります。 

 

（２）訪問介護を実施中に賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行いま

す。 

 

10．秘密保持について 

   事業所及び出張所、事業所の職員は正当な理由がない限り、介護の提供に際して知り得

たお客様及びお客様のご家族の秘密を漏らしません。この守秘義務は、退職後も 同様

です。 
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11．個人情報の取り扱いについて 

（１）事業所及び出張所は、介護を適切かつ円滑にお客様に提供することを目的として、 

個人情報を用います。 

  

（２）事業所及び出張所は、重要事項説明の同意をもって、以下に掲げる理由に限り、お客

様及びお客様のご家族に関する個人情報を用いる場合があります。 

  ① 認定調査及び居宅サービス計画、また介護保険事業等の内容について、関係 

する都道府県、市町村、その他委託を受けた機関が情報提供や報告を求めた 

場合。 

  ② 主治医・医療機関等が訪問介護計画の内容について情報提供を求めた場合。 

③ その他の居宅介護支援事業者・居宅サービス事業者・ご家族等が、サービス 

担当者会議など、サービス提供上情報を用いる必要がある場合。 

④  利用者及びその家族の求めに応じて、事業計画及び財務内容に関する      

資料・サービス提供記録を開示致します。 

 

（３）事業所及び出張所は、お客様に関する個人情報は適正に入手いたします。また、お

客様及びお客様のご家族個人情報が含まれる記録物については、管理者の責任のもと

に管理し、また、処分の際にも第三者への漏洩を防止致します。 

    

（４）事業所及び出張所は、お客様の個人情報の開示要求、また、個人情報の変更・利用

制限・訂正・削除に関すること、個人情報の管理上の苦情・相談について対応致しま

す。 

 

（５）お預かりした個人情報は、お客様のサービスの向上、及びサービスの提供に係る契

約後のサービスの実施やサービス担当者会議等において使用させていただき、他に流

出したりすることのないよう適切・安全に取り扱います。 

また、情報の変更・訂正・削除が必要な場合は、当事業所までご連絡ください。 

 

12．サービス利用における個人情報使用について 

（１）使用する目的 

  社会福祉法人若草会が、介護保険法に関する法令に従い、私の居宅サービス計画に基づ

き、訪問介護サービスを円滑に実施するために行うサービス担当者会議等において必要

な場合。 

 

（２）使用にあたっての条件 

①個人情報の提供は、（１）に記載する目的の範囲内で必要最小限に留め、情報提供の

際には関係者以外には決して漏れることのないよう細心の注意を払うこと。 

②社会福祉法人若草会は、個人情報を使用した会議、相手方、内容等について記録して

おくこと。 
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（３）個人情報の内容 

①氏名、住所、健康状態、病歴、家庭状況等、社会福祉法人若草会が訪問介護を行うた

めに最低限必要な利用者や家族個人に関する情報。 

②その他の情報 

  ※「個人情報」とは、利用者個人及び家族に関する情報であって、特定の個人が識別さ

れ、又は識別され得るものをいいます。 

 

（４）使用する期間 

   訪問介護契約書の契約期間とします。 

 

13．人権擁護、高齢者虐待防止について 

 事業所及び出張所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止のため、下記の対策を講じます。 

（１）虐待を防止するための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果

について、職員に周知徹底を図ります。 

（２）虐待の防止のための指針を整備し、定期的に実施する研修を通じて、職員の人権意識

の向上や知識、技術の習得に努めます。 

（３）職員が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整えるほか、利用者や家族の

権利擁護に取り組める環境整備に努めます。 

      〇人権擁護・虐待防止責任者  

      （担当職氏名）   管理者 河部 修美 

   電   話     ０９７－５９４－３６１２ 

受付時間     毎週月曜日～土曜日 

           午前８時～午後６時  

           （1 月 1 日～3 日は除く） 

    〇大分市障害者虐待防止センター 

       電話 ０９７－５８５－６００３ 

       受付時間 （月曜日～金曜日）  

午前９時～５時１５分 

 

14．身体拘束等の適正化について 

事業所及び出張所は、利用者に対する身体拘束適正化のため、下記の対策を講じます。 

（１）身体拘束を行う場合には、その様態及び時間、その際の心身の状況並びに緊急やむを

得ない理由、その他必要な事項を記録します。 

（２）身体拘束適正化を検討する委員会を設置します。 

（３）身体拘束適正化のための指針を整備します。 

（４）職員に対する身体拘束適正化を啓発・普及するための研修を実施します。 
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15．ハラスメントについて 

 ハラスメント対策の為、次に掲げる措置を講じます。 

（１）暴言・暴力・ハラスメントに対し組織・地域での適切な対応を図ります。 

（２）職員は、ハラスメントを防止するための研修を受講し、事業所内で共有を図っていま

す。 

 

16．業務継続計画策定について 

（１）感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施

するため、及び非常時の体制で早期業務再開を図るための計画を策定します。 

（２）当該業務継続計画に従い、必要な措置を講じます。 
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  年   月   日 

指定訪問介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いま

した。 

創生の里ヘルパーステーション 

 

  管 理 者              氏名     河 部 修 美     印 

 

担当者職名 サービス提供責任者     氏名                  印 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定訪問介護サービスの

提供開始に同意しました。また、サービス担当者会議等において、個人情報を用いる  

ことについて同意しました。 

 

    お客様ご住所                          

  

ご氏名               印 

 

    お客様代理人ご住所                       

                    

ご氏名         （続柄  ） 

※この重要事項説明書は、お客様又はそのご家族への重要事項説明のために作成し

たものです。   

平成 12 年 4 月 1 日一部改正    平成 13 年 12 月 1 日一部改正 

平成 14 年 5 月 1 日一部改正    平成 15 年 4 月 1 日一部改正 

平成 16 年 1 月 1 日一部改正    平成 16 年 12 月 1 日一部改正 

平成 17 年 4 月 1 日一部改正    平成 17 年 4 月 19 日一部改正 

平成 18 年 4 月 1 日一部改正    平成 20 年 4 月 1 日一部改正 

 平成 21 年 4 月 1 日一部改正    平成 23 年 4 月 1 日一部改正    

平成 24 年 4 月 1 日一部改正     平成 25 年 4 月 1 日一部改正 

平成 26 年 4 月 1 日一部改正    平成 27 年 4 月 1 日一部改正 

   平成 27 年 8 月 1 日一部改正    平成 27 年 9 月 1 日一部改正 

   平成 28 年 8 月 1 日一部改正    平成 29 年 4 月 1 日一部改正 

   平成 29 年 4 月 7 日一部改正    平成 29 年 7 月 1 日一部改正 

平成 29 年 8 月 21 日一部改正    平成 30 年 4 月 1 日一部改正 

平成 30 年 8 月 1 日一部改正    令和 元年 5 月 1 日一部改正 

令和元年 10 月 1 日一部改正    令和 3 年 4 月 1 日一部改正 

令和 3 年 6 月 16 日一部改正    令和 3 年 7 月 1 日一部改正 

令和 3 年 12 月 29 日一部改正    令和 4 年 4 月 1 日一部改正 

令和 4 年 10 月 1 日一部改正    令和 4 年 4 月 1 日一部改正 

令和 6 年  4 月 1 日一部改正    令和 6 年 6 月 1 日一部改正 


